
児童扶養手当・愛知県遺児手当・豊田市ひとり親家庭等支援手当・母子父子家庭医療費助成 制度案内（Ｒ5．7） 

 支 給 要 件  手 当 月 額  支 払 方 法  

児

童

扶

養

手

当 

日本国内に住所があり、次の要件に当てはまる１８歳以下（１８歳到達の年度の末日

まで）の児童（一定の障がい※※があるときは、２０歳未満）を監護している父、母又

は養育している方に支給されます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
次のような場合、手当は支給されません。 

児童が 

・父又は母の死亡について支給される一定額以上の公的年金給付を受けることができる

とき。 

・労働基準法等の規定による一定額以上の遺族補償を受けることができるとき。 

・父又は母に支給される公的年金給付の、一定額以上の加算の対象となっているとき。 

受給資格者が 

・一定額以上の公的年金給付を受けることができるとき。（老齢福祉年金を除く。） 

※児童又は受給者が公的年金を受け取ることができるようになった場合は、こども家庭

課での手続きが必要となりますので、早めご連絡ください。 

◆児童１人のとき 

全額支給 44,140 円 

一部支給 44,130 円～10,410 円 

◆児童２人のとき（第２子加算額） 

全額支給 10,420 円 

一部支給 10,410 円～5,210 円 

◆児童３人以上のとき(第３子以降加算額) 

全額支給 6,250 円 

一部支給 6,240 円～3,130 円 

 

◎前年の消費者物価指数や年金法の改正

による改定の可能性があります。 

◎受給者または扶養義務者（同居の実父母、

実祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、子、孫、ひ

孫）の所得が一定額以上ある場合は、手

当の全額または一部が支給停止になり

ます。 

●手当は原則支給開始から５～８年経過

したときに半額になりますが、就業中等

の証明を提出することにより、半額とな

りません。（該当者には、個別で通知し

ます。） 

◆支給開始 

認定の請求をした

月の翌月分から支

給します。 

 

※愛知県遺児手当の

み認定請求をした月

から支給 

 

 

◆支払月 

奇数月に年６回、支

払月の前月までの

２か月分を支払い

ます。 

 

 

◆支払方法 

申請者名義の口座

に振込 
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 県内に住所があり、要件（児童扶養手当の要件と同じ）にあてはまる１８歳以下（１

８歳到達の年度の末日まで）の児童を監護・養育している方に支給されます。 

 

※児童又は受給者が公的年金を受け取ることができる場合は、手当は支給されません。 

 

１年目から３年目（３年間） 

児童１人 4,350 円 

４年目から５年目（２年間） 

児童１人 2,175 円 

６年目から 手当の支給はなくなります 
 

◎受給者または扶養義務者の所得が一定

額以上ある場合は、手当の全額が支給停

止になる場合があります。 

豊
田
市
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 市内に住所があり、次の要件にあてはまる１８歳以下（１８歳到達の年度の末日まで）

の児童を監護・養育している方に支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童１人 3,000 円 

（両親死亡の場合は月額 4,500 円） 

 

◎受給者の所得が一定額以上ある場合は、

手当の全額が支給停止になる場合があり

ます。 

 

※扶養義務者、配偶者の所得制限なし 

母
子
父
子
家
庭
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ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を公費で負担し

ています。 

対象者となるのは、 

① 母子家庭又は父子家庭のうち１８歳以下（１８歳到達の年度の末日まで）の児

童を扶養している父母等とその児童 

② 父母のいない１８歳以下（１８歳到達の年度の末日まで）の児童 

保険診療分の自己負担全額を助成（無料

化） 

※障がい要件のみ配偶者の所得制限あり 

 

 

次のような場合、手当の支給要件に該当しません。 

・ 婚姻した、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係がある（同居している等） 

・ 異性と別居していても異性の訪問があり、かつ生活の援助を受けている（家賃、食事代、日用品の購入等） 

・ 離婚の翌年以降、父と児童または母と児童が元配偶者の扶養親族の取扱いを受けている（税法上の扶養及び保険の扶養について） 

・ 現在扶養している児童が児童福祉施設等に入った（通園施設は除く）、里親に委託されている 

・ 児童を監護しなくなった（面倒をみなくなった、扶養しなくなった、児童が婚姻した、児童が出国した等） 

 

 

 

 

 

《要件》 

①  父母が婚姻を解消した児童 

② 父又は母が死亡した児童 

③ 父又は母が一定の障がいにある児童 

④ 父又は母の生死が明らかでない児童 

⑤ 父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童 

⑥ 父又は母が引き続き１年以上拘禁されている児童 

⑦ 婚姻しないで生まれた児童 

⑧ その他上記に準ずる状態にある者で市長が認めたもの（DV 保護命令等） 

《要件》 

① 父母が婚姻を解消した児童 

② 父又は母が死亡した児童 

③ 父又は母が一定の障がいにある児童 

④ 父又は母の生死が明らかでない児童 

⑤ 父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童 

⑥ 父又は母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童 

⑦ 父又は母が引き続き１年以上拘禁されている児童 

⑧ 婚姻しないで生まれた児童 

 

※※一定の障がいとは… 

◆特別児童扶養手当の支給対象 

◆身体障がい者手帳 １～３級 

◆療育手帳Ａ判定    など 

 

児童扶養手当法第２９条に基づき、受給資格の有無及び手当の額の決定のために、必要な書類の提出を求めたり、口頭による質問や現地調査をさせて

いただくことがありますのでご了承ください。 

また、偽りその他不正な手段により手当を受けた人は、３年以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処せられます。 

※※一定の障がいとは… 

◆身体障がい者手帳１～３級 

◆精神障がい者手帳１～２級 

◆療育手帳Ａ又は B 判定 など 

 



《所得制限額表》前年の所得及び養育費（1 月から 9 月申請の場合は前々年）により、その年度（11 月から翌年の 10 月まで）の手当額が決まります。 

税法上の

扶養親族

等の数 

児童扶養手当 愛知県遺児手当 豊田市ひとり親手当 母子父子医療 

受給者 扶養義務者・配偶

者・孤児等の養育者 
受給者 

扶養義務者・ 

配偶者 
受給者 受給者 

全部支給 一部支給 

０人 490,000 
（1,220,000） 

1,920,000 
（3,114,000） 

2,360,000 
（3,725,000） 

1,920,000 
（3,114,000） 

2,360,000 
（3,725,000） 

2,360,000 
（3,725,000） 

1,920,000 
（3,114,000） 

１人 870,000 
（1,600,000） 

2,300,000 
（3,650,000） 

2,740,000 
（4,200,000） 

2,300,000 
（3,650,000） 

2,740,000 
（4,200,000） 

2,740,000 
（4,200,000） 

2,300,000 
（3,650,000） 

２人 1,250,000 
（2,157,000） 

2,680,000 
（4,125,000） 

3,120,000 
（4,675,000） 

2,680,000 
（4,125,000） 

3,120,000 
（4,675,000） 

3,120,000 
（4,675,000） 

2,680,000 
（4,125,000） 

３人 1,630,000 
（2,700,000） 

3,060,000 
（4,600,000） 

3,500,000 
（5,150,000） 

3,060,000 
（4,600,000） 

3,500,000 
（5,150,000） 

3,500,000 
（5,150,000） 

3,060,000 
（4,600,000） 

４人 2,010,000 
（3,243,000） 

3,440,000 
（5,075,000） 

3,880,000 
（5,625,000） 

3,440,000 
（5,075,000） 

3,880,000 
（5,625,000） 

3,880,000 
（5,625,000） 

3,440,000 
（5,075,000） 

５人以上 ※１人増すごとに３８万円加算 ※左と同じ ※左と同じ ※左と同じ 

加算額 ◆同一生計配偶者(70 才以上の者に限る) 10 万円 

◆老人扶養親族 １人 10 万円 

◆特定扶養親族及び 16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶

養親族 １人 15 万円 

扶養人数が２人以上の場合 

◎老人扶養 １人 ６万 

(老人扶養親族のみの場合は２人

目より６万円を加算) 

左記◆と同じ 左記◎と同じ 左記◎と同じ 

(扶養義務者、配偶者の

所得制限なし) 

左記◆と同じ 

(障がい要件のみ配偶

者の所得制限あり) 

養育費 ８割を所得に加算  ８割を所得に加算   ８割を所得に加算 

所得制限額表の上段金額が所得額、（）内の金額は参考給与収入額です。 

 

 

 

《必要な手続き》 

１ 手当を受けるためには、下記の窓口で認定請求の手続きをしてください。代理人での申請や郵送による申請はできません。 

市役所こども家庭課 ℡ ３４－６６３６  旭支所 ℡ ６８－２２１１   足助支所 ℡ ６２－０６００  稲武支所 ℡８２－２５１１ 

小原支所 ℡ ６５－２００１       下山支所 ℡ ９０－４４１１  藤岡支所 ℡ ７６－２１０3 

 

２ 現況届（更新手続き） 

受給者は、毎年８月１日から８月３１日までの間に、現況届等を提出することになります。７月下旬に案内文書を送付しますので、期限までに必要書類を添え

て届け出てください。受給者又は扶養義務者の所得超過により、支給が停止されている方も届出が必要です。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受給

することができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。 

 

３ 変更 

  次の場合は変更届の手続きが必要です。 

・ 受給者又は児童が住所や氏名を変更した場合  ・ 受給者の氏名変更に伴い、口座名義が変更になる場合 

・ 支払金融機関を変更する場合         ・ 所得制限を超過している扶養義務者と同居又は別居した場合 

 

４ 喪失 

  次の場合は喪失届の手続きが必要です。 

・ 婚姻（事実婚状態※を含む）         ・ 受給者又は児童が年金給付の対象となった（愛知県遺児手当のみ） 

・ 児童が福祉施設等に入った          ・ 児童を監護しなくなった（面倒をみなくなった、扶養しなくなった、児童が婚姻した等） 

※ 事実婚状態とは、異性との同居、異性の訪問があり、生活の援助を受けている場合、受給者又は児童が異性の税法上及び保険の扶養親族として取扱いを受

けている場合等のこと。 

 

５ その他 

  次の場合、こども家庭課での手続き及び受給資格の確認が必要となります。早めにご相談ください。 

  ・受給者又は同居の扶養義務者に所得の変更がある場合  ・受給者又は児童が海外へ出国する場合  ・妊娠した（障がい要件での受給者は除きます。）      

・受給者又は児童が公的年金の給付の対象となった場合、年金額や年金等級が変更となった場合（児童扶養手当のみ） 

諸控除 

児童扶養手当 

愛知県遺児手当 

母子父子医療 

豊田市 

ひとり親等支援手当 

一般障がい 27 万円 

特別障がい 40 万円 

寡婦 
養育者、扶養義務者、配偶者のみ 

27 万円 
27 万円 

ひとり親 
養育者、扶養義務者、配偶者のみ 

35 万円 
35 万円 

勤労学生 27 万円 

雑・損 控除相当額 

医療費 控除相当額 

小規模企業等 控除相当額 

配偶者特別 控除相当額 

公共用地取得に伴

う土地代金等の控除 
特別控除相当額 

児童扶養手当法 

施行令第４条第1項 
8 万円 

諸 控 除 額 

養 育 費 の ８ 割 

８０，０００円 

－
 

－
 

＋
 

所 得 額 

手当額の計算に使う所得額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対 象 所 得 

＝ 

総所得＋退職所得＋長期・短期譲渡所

得＋山林所得＋土地等に係る事業所得

＋先物取引に係る雑所得等＋条約適用

利子等の額＋条約適用配当等の額 

★給与・年金所得がある場合、所得額から 10 万円控除で

きます。給与・年金所得が 10 万円を下回る場合には給与・

年金所得は０円となります。とり親の方で、現に婚姻を

していない方は、寡婦・寡夫控除のみなし適用を受

けられる場合があります。別途、申請が必要ですの

で個別にお問い合わせください。 

※未婚のひとり親の方で、現に婚姻をしていない方

は、寡婦・寡夫控除のみなし適用を受けられる場合

があります。別途、申請が必要ですので個別にお問

い合わせください。 

 
未婚のひとり親の方で、現に婚姻をしていない方は、

寡婦・寡夫控除のみなし適用を受けられる場合があ

ります。別途、申請が必要ですので個別にお問い合

わせくださ寡婦・寡夫控除のみなし適用を受けられ

る場合があります。別途、申請が必要ですので個別

にお問い合わせくださ 

左の図参照 
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